
第５章 具体的な施策の目標           第２目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ” 

 

 
 

 

 

 

 
 

平成６年（1994 年）にカイロで開かれた国際人口開発会議で「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

（性と生殖に関する健康・権利）」が提唱されました。これは、女性が生涯にわたって身体的、精神

的、社会的に良好な状態にあること、また人々が安全で安心な性生活を営み、子どもを産むかどうか

や、いつ産むか、何人産むかなどを自分自身で決定できる自由と権利を有していることを意味してい

ます。 

こうした考え方を踏まえ、適切な自己決定ができるよう、命の大切さについての理解を深めるとと

もに、特に心身の変化が著しい妊娠～出産の時期の母性の健康と、誕生してくる子どもの健康を守る

ための取組みを進めていくことが必要です。 

 

 

 

第２目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ”

現状と課題 

具体的な施策 

１ 母性並びに乳幼児の健康の確保 

（１）命の大切さ等に関する意識啓発 
○ 女性も男性も、ともに命の大切さを理解し、命への責任意識を高めるよう、意識啓発に努めま

す。 

○ 喫煙や受動喫煙などが胎児に与える影響についての啓発に努めるとともに、妊産婦等にやさし

い環境づくりの推進に努めます。 

○ 子どもが集まる場所においては、子どもが受動喫煙をしないよう、啓発に努めます。 

（２）母性の健康管理と妊娠・出産・育児支援 
○ 母子健康手帳の交付や妊婦健康診査等、あらゆる機会を通じ、母子保健に関する情報の提供に

努めるとともに、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携強化による支援体制の強化を図りま

す。 

○ 市町と連携を図りつつ、妊娠・出産・育児・遺伝に関する相談等に対応します。 

○ 「いいお産」の普及を目指し、保健・医療機関の協力関係を構築するとともに、妊娠・出産に

関する情報提供を充実します。 

○ 出産費用に対して健康保険の適用がないことや、出産育児一時金の給付までの立替負担等の課

題是正を国に働き掛けます。 

○ 保健所等において、母子保健事業の適切な推進に必要な保健師等の確保に努めます。 

○ 県内企業の管理職等を対象としたセミナーにおいて、愛媛労働局等と連携を図りつつ、働く女

性の母性健康管理についても啓発を行います。 

（３）乳幼児の健康の確保及び増進 
○ 「早期発見・早期治療」を目指し、新生児を対象にした先天性代謝異常等検査を無料で行いま

す。 

○ 異常が発見された子どもに対しては、医療機関と連携のうえ、保健所による適切な支援に努め

ます。 

○ 母乳育児に関する啓発資料を作成し、小児医療機関における母乳育児指導を支援します。 

○ 未熟児の訪問・相談を実施します。 

○ 未熟児養育医療費の給付を行います。 

○ １歳６か月児及び３歳児に対する専門医等による総合的な健康診査を推進し、適切な保健指導

を行うほか、育児不安等の相談に対応します。 

 - 40 -  



第５章 具体的な施策の目標           第２目標 「命の誕生」が心から祝福される“えひめ” 

 

目 標 指 標 基 準 値 目 標 値 担 当 

０６妊娠満 11 週以内の妊娠届出率 《75.4％》

＜80.9％＞（Ｈ20）

増加 

（Ｈ26） 
健康増進課 

０７県内出産医療機関における先天性 

代謝異常等検査の実施率 

100％

（Ｈ21）

  100％ 

（Ｈ26） 
健康増進課 

《 》内は、松山市を除く値。< >内は、松山市のみの値。 
 

 
  【県内の保健所】 

保健所では、地域のみなさんの健康で快適な暮らしを守るために、各種相談、検診などを行っています。 

詳しくは最寄りの保健所へお問い合わせください。 

保健所名 所在地及び電話番号 管内市町 

四国中央保健所 
〒799－0404 

四国中央市三島宮川 4 丁目 6－53 

TEL 0896－23－3360 

四国中央市 

西条保健所 
〒793－0042 

西条市喜多川 796－1 

TEL 0897－56－1300 

新居浜市、西条市 

今治保健所 
〒794－0042 

今治市旭町 1 丁目 4－9 

TEL 0898－23－2500 

今治市、上島町 

松山保健所 

〒790－8502 

松山市北持田町 132 

TEL 企 画 課 089－909－8755 

健康増進課 089－909－8757 

生活衛生課 089－909－8758 

環境保全課 089－909－8759 

東温市、伊予市、久万高原町、 

松前町、砥部町 

八幡浜保健所 
〒796－0048 

八幡浜市北浜 1 丁目 3－37 

TEL 0894－22－4111 

八幡浜市、大洲市、西予市、 

内子町、伊方町 

宇和島保健所 
〒798－0036 

宇和島市天神町 7－1 

TEL 0895－22－5211 

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 

松山市保健所 
〒790－0813 

松山市萱町 6 丁目 30－5 

TEL 089－911－1800 

松山市 
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出産年齢の高年齢化傾向や不妊治療の普及等により、ハイリスクの妊産婦や超低出生体重児の出生

が増加しています。 

このため、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）やＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）のある県立中央

病院総合周産期母子医療センターに緊急搬送される事例が多くなっており、出産ができる県内医療機

関や助産所の支援機関として、同センターが、より大きな役割を果たしていくことが必要です。 

 

 

 

現状と課題 

具体的な施策 

２ 周産期医療の充実 

（１）ハイリスク妊婦等への適確な周産期医療の提供 
○ 県立中央病院総合周産期母子医療センターを中心とする周産期医療ネットワークを整備し、適

確な周産期医療を提供します。 

○ 周産期医療関係者の研修や周産期医療システムの調査・研究を実施します。 

○ ＮＩＣＵを退院するハイリスク児に対する総合的なフォローアップ体制の充実に努めます。 

（２）地域の周産期医療の充実 
○ 県立今治病院及び県立新居浜病院において、地域周産期母子医療センターの認定取得を目指し

ます。 

 

目 標 指 標 基 準 値 目 標 値 担 当 

０８周産期死亡率（出生千対） 

 

3.9

（Ｈ20）

低下 

（Ｈ26） 
健康増進課 

０９新生児死亡率（出生千対） 0.6

（Ｈ20）

低下 

（Ｈ26） 
健康増進課 

１０乳児死亡率（出生千対） 1.4

（Ｈ20）

低下 

（Ｈ26） 
健康増進課 

 

 

 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室） 新生児救急車あいあい号（ドクターカー）
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リプロダクティブ・ヘルス／ライツが子どもを産む権利、産まない権利を含むものであることを十

分に尊重した上で、子どもを産みたいと望みながら不妊に悩む人々について、不妊治療を受けるかど

うかの決定を含めて、自由な自己決定ができるよう、情報提供や経済的支援が必要です。 

※ 現在、社会の不妊症に対する認識は薄く、「特別なこと」として捉えがちですが、夫婦の 10 組

に１組が不妊に悩んでいると言われています。 

 

 

 

現状と課題 

具体的な施策 

３ 妊娠を望み、不妊に悩む人々への支援 

（１）不妊に悩む人の不安等の解消 
○ 心と体の健康センターに設置した不妊専門相談センターにおいて、情報提供や不妊専門相談を

実施します。 

○ 各保健所において、不妊に関する相談を実施します。 

（２）不妊治療に要する経済的負担の軽減 
○ 医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間不妊治療費の助成を実施します。 

 

目 標 指 標 基 準 値 目 標 値 担 当 

１１不妊専門相談開設日数 64 日

（Ｈ21）

  64 日 

（Ｈ26） 
健康増進課 

 
 
 

【不妊専門相談】 （愛媛県心と体の健康センターにおいて実施） 

不妊に悩む夫婦等に不妊相談を実施している施設のお知らせや面接及び電話による相談に 

応じます。 

＜専用ダイヤル＞089-927-7117 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：医師、不妊アドバイザー、保健師 

所在地：〒790-0811 

 愛媛県松山市本町 7-2 愛媛県総合保健福祉センター３階 

電話による相談日 

 電話による相談  

  毎週水曜日(祝祭日は除きます） 

   午前 9 時～午後 4 時 

   担当：保健師等 

面接による相談日 

 予約制で面接相談を行います 

  毎月第 1 火曜日  

   午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分 

   場所：愛媛県心と体の健康センター1 階
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